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前 文 
 
 

 平成 25 年 12 月 11 日に、「強くしなやかな国⺠⽣活の実現を図るための防災・減災等に
資する国土強靱化基本法（平成 25 年法律第 95 号。以下「基本法」という。）」が公布・施
行されました。 

基本法の前文で掲げられているように「大規模自然災害等に強い国土及び地域を作ると
ともに、自らの⽣命及び⽣活を守ることができるよう地域住⺠の⼒を向上させる」ため、
「国土強靱化基本計画（以下「国基本計画」という。）」に沿って、国全体で取組が推進さ
れています。 

令和２年３月に策定した「近江八幡市国土強靱化地域計画」は、本市における強靱な地
域づくりに向け、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、市域の
脆弱性評価を踏まえて、国土強靱化地域計画以外の国土強靱化に関する各分野別計画等の
指針となるべきものとして策定したものです。 

この度、国土強靱化に係る分野別個別計画を適切かつ迅速に推進していくため、「近江
八幡市国土強靱化地域計画」内の、別紙１「脆弱性評価」、別紙２「施策分野別重要業績指
標」、別紙３「関連事業」について変更・追加を行います。 

大規模地震の発⽣確率の増加、異常気象の頻発・激甚化、社会経済情勢の変化等を踏ま
えれば、国土強靱化の取組は引き続き喫緊の課題です。各地で発⽣する災害から得られた
貴重な教訓等を最大限活用して、国土強靱化に向けた取組の加速化・深化を図り、強靱性
を十分に発揮できる地域づくりを計画的かつ効率的に進めていきます。 
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第１章 計画の推進と不断の見直し 

１ 計画の推進 

  「近江八幡市国土強靱化地域計画」では、起きてはならない最悪の事態ごとに設定した推進
方針に基づき、地域社会全体で取組を着実に進めていくこととしています。 

また、国土強靱化は、「近江八幡市国土強靱化地域計画」による取組だけで実現できるもので
はなく、国基本計画や滋賀県国土強靱化地域計画の取組とも連携させて、推進していくことが
必要としています。 

 
 

２ 関連事業等の見直し 

この度、国や県の取組方針の変更等に伴い、国土強靱化に係る分野別個別計画を適切かつ迅
速に推進していくため、次のとおり「近江八幡市国土強靱化地域計画」内の、別紙１「脆弱性
評価」、別紙２「施策分野別重要業績指標」、別紙３「関連事業」について変更・追加を行いま
す。 

 
 

３ 見直し計画の位置づけ 

  国や県の取組方針の変更等に伴い、随時、別紙１「脆弱性評価」、別紙２「施策分野別重要業
績指標」、別紙３「関連事業」を見直し、更新していくことにより、見直し後の計画として位置
づけ、国土強靱化に係る分野別個別計画を適切かつ迅速に推進し、強靱な地域づくりを目指し
ます。 

なお、「近江八幡市国土強靱化地域計画」については、各分野別計画等の指針として国土強靱
化に向けた方向性を示すものあることから、令和６年度までの計画期間の中で、必要に応じて
内容を修正し、改訂していきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

近江八幡市国土強靱化地域計画（令和２年３月策定） 

国土強靱化の指針となる本編 
 

（計画期間５年：R2〜R6） 

2020 年版 
別紙１「脆弱性評価」 
別紙２「施策分野別重要業績指標」 
別紙３「関連事業」 

随時、見直し 

2021 年版 
別紙１「脆弱性評価」 
別紙２「施策分野別重要業績指標」 
別紙３「関連事業」 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

別紙 

 

 

 別紙１ 「起きてはならない最悪の事態ごとの脆弱性評価結果」 

  別紙２ 「個別・横断的施策分野別重要業績指標（ＫＰＩ）一覧」 

  別紙３ 「第５章の推進方針に基づく関連事業一覧」 
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別紙１ 
 
 
 

「起きてはならない最悪の事態ごとの脆弱性評価結果」／ 2021 年 
 
 
 
 
 
 
  この度の見直しに係る変更・追加はありません。 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

別紙２ 
 
 
 

「個別・横断的施策分野別重要業績指標（ＫＰＩ）一覧」／ 2021 年 
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１．個別施策分野別重要業績指標（ＫＰＩ） 

（１）行政機能／警察・消防等  《推進方針》1）〜 6） 

重要業績指標 担当課 現況（Ｒ１） 目標（Ｒ６） 

新庁舎の整備 市庁舎整備推
進室 

基本設計 竣工（R5） 

学校施設の改築 教育総務課 ０ヵ所/１ヵ所 １ヵ所/１ヵ所 
学校施設（体育館）の非構造部材
耐震化 

教育総務課 ０ヵ所/12 ヵ所 12 ヵ所/12 ヵ所 
（R5） 

学校施設（校舎）の⻑寿命化 教育総務課 ０ヵ所/１ヵ所 １ヵ所/１ヵ所 
学校施設（体育館）の⻑寿命化 教育総務課 ０ヵ所/２ヵ所 ２ヵ所/２ヵ所 
学校プールの飲料水用浄化装置
の設置 

教育総務課 ０ヵ所/２ヵ所 ２ヵ所/２ヵ所 

２ｔトラック搬入路の整備 教育総務課 ０ヵ所/１ヵ所 １ヵ所/１ヵ所 
（R3） 

学校施設への自家発電装置の整
備 

教育総務課 ０ヵ所/１ヵ所 １ヵ所/１ヵ所 
（R3） 

学校施設への排水貯留槽の整備 教育総務課 ０ヵ所/１ヵ所 １ヵ所/１ヵ所 
（R3） 

八幡コミュニティセンターの避
難施設設備の整備 

まちづくり協
働課 

設計 整備完了（R2） 

災害用備蓄品の確保 危機管理課 確保 継続 
被災者⽣活再建支援制度の周知 危機管理課 取組 継続 
BCP の整備・訓練の実施 上下水道課 上水道・下水道の

BCP を策定中 
策定（R3） 

安土町総合支所の耐震指標 
（Ｉｓ値） 

安土未来づく
り課 

0.25 0.75（R3） 

スポーツ施設（体育館）の非構造
部材耐震化 

スポーツ推進
課 

0 ヵ所 5 ヵ所（R6） 

運動公園野球場の⻑寿命化 スポーツ推進
課 

0 ヵ所 1 ヵ所（R5） 

複合遊具の更新 子ども施設整
備推進室 

― 1 基（R2） 

 
 

（２）住宅・都市  《推進方針》7）〜 11） 

重要業績指標 担当課 現況（Ｒ１） 目標（Ｒ６） 
既存建築物耐震改修促進計画の
見直し 

建築課 策定済 中間見直し（R2） 

住宅の耐震化率 建築課 75.5％（H27） 95％（R7） 
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重要伝統的建造物群保存地区の
無電柱化の整備 

文化観光課 検討中 整備計画の完了 

上水管路の耐震化に向けた上水
管路整備計画の策定 

上下水道課 策定中 策定 

下水管路の予防保全管理 上下水道課 平時からの点検 必要箇所の修繕等
を実施 

総合地震計画の策定 上下水道課 未策定 策定（R3） 
上下水道施設の適正配置 上下水道課 検討中 ― 
⽣活排水処理率 環境課・上下

水道課 
93.6％ 95.2％ 

市⺠一⼈当たりの都市公園⾯積 公園課 4.0 ㎡ 4.5 ㎡（R3） 
 

 

（３）保健医療・福祉  《推進方針》12）〜 15） 

重要業績指標 担当課 現況（Ｒ１） 目標（Ｒ６） 
避難行動要支援者の把握 福祉政策課 ― 分野別に把握 
医療救護チーム（ＤＭＡＴ）の訓
練数 

医療センター ５回（国、近畿、県、
市、院内） 

６回（国、近畿、県、
市、院内２回） 

子ども関連施設の改修等 子ども施設整
備推進室 

0 ヵ所/4 ヵ所 4 ヵ所/4 ヵ所 

防災、減災対策を実施した高齢
者施設 

介護保険課 １施設 ３施設 

防災、減災対策を実施した障害
児者施設 

障がい福祉課 ０施設 3 施設 

応急用資機材、飲料水の確保 医療センター 飲 料 水 500ml ×
500 ⼈×３食×３
日分 

消費期限における
定期的な更新を実
施 

予防接種法に基づく予防接種の
麻疹・風疹接種率 

健康推進課 95％の達成・維持 95％の達成・維持 

マンホールトイレ整備計画の策
定 

上下水道課 検討中 基本設計（R4） 

携帯トイレの備蓄 危機管理課 確保 継続 
 
 

（４）エネルギー  《推進方針》16） 

重要業績指標 担当課 現況（Ｒ１） 目標（Ｒ６） 
太陽光発電機器設置数（コミュ
ニティセンター等） 

企画課 0 ヵ所/11 ヵ所 導 入 可 能 性 調 査
(R2)に基づき設置 

太陽光発電機器設置数（上下水
道施設） 

上下水道課 検討中 １ヵ所 
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（５）情報通信  《推進方針》17）〜 19） 

重要業績指標 担当課 現況（Ｒ１） 目標（Ｒ６） 
バックアップ機能の確保 情報政策課 基幹系のみ確保 業務継続可能な構

成にて確保 
防災情報システムの整備 危機管理課 検討 整備 
Wi-Fi 環境を整備（コミュニティ
センター等） 

まちづくり協
働課 

0 ヵ所/11 ヵ所 11 ヵ所/11 ヵ所 

 

 

（６）産業  《推進方針》20）〜 21） 

重要業績指標 担当課 現況（Ｒ１） 目標（Ｒ６） 
企業の BCP 策定件数 商工労政課 調査中 10 件増加 

 
 

（７）交通・物流  《推進方針》22）〜 23） 

重要業績指標 担当課 現況（Ｒ１） 目標（Ｒ６） 
橋梁の⻑寿命化件数 土木課 16 橋 30 橋 
通学路の整備延⻑ 土木課 1.3km 3.8km 
マンホールの浮上対策 上下水道課 検討中 平時の点検 
農道・林道の更新・⻑寿命化対策 農村整備課 農道 ０/１ヵ所 

林道 ０/２ヵ所 
農道 １/１ヵ所 
林道 ２/２ヵ所 

 
 

（８）農林水産  《推進方針》24）〜 27） 

重要業績指標 担当課 現況（Ｒ１） 目標（Ｒ６） 
農業水利施設等の更新件数 農村整備課 ― 19 地区 
農業集落排水施設の機能保全 上下水道課 機能診断 保全計画の策定 

（R2） 
ため池の管理状況の把握 農村整備課 ２ヵ所/２ヵ所 ２ヵ所/２ヵ所 

 
 

（９）国土保全・土地利用  《推進方針》28）〜 31） 

重要業績指標 担当課 現況（Ｒ１） 目標（Ｒ６） 
立地適正化計画の策定 都市計画課 策定中 策定（R3） 
里山の再⽣整備事業の実施数 農村整備課 2 ヵ所 6 ヵ所 
地籍整備の進捗率 管理調整課 31.0% 31.3% 
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（１０）環境  《推進方針》32）〜 34） 

重要業績指標 担当課 現況（Ｒ１） 目標（Ｒ６） 
環境保全協定の締結 環境課 15 件 50 件 
災害廃棄物処理計画の策定 環境課 策定中 策定（R2） 

 
 

２．横断的施策分野別重要業績指標（ＫＰＩ） 

（１）リスクコミュニケーション  《推進方針》35）〜 36） 

重要業績指標 担当課 現況（Ｒ１） 目標（Ｒ６） 
市防災訓練の実施 危機管理課 １回/年 １回/年 
自主防災組織の組織数 危機管理課 144 組織/167 自治

会 
151 組織/167 自治
会 

 
 

（２）人材育成  《推進方針》37）〜 38） 

重要業績指標 担当課 現況（Ｒ１） 目標（Ｒ６） 
消防団員数 危機管理課 467 ⼈ 500 ⼈ 
技術講習会の開催回数 上下水道課 年１回程度実施 年１回程度実施 

 
 

（３）官⺠連携  《推進方針》39）〜 40） 

重要業績指標 担当課 現況（Ｒ１） 目標（Ｒ６） 
災害時応援協定の締結 危機管理課 取組 継続 
災害時応援協定の締結（事業者） 上下水道課 検討中 拡張 
災害時応援協定の締結（事業者） 環境課 ０件 ３件 

 
 

（４）老朽化対策  《推進方針》41） 

重要業績指標 担当課 現況（Ｒ１） 目標（Ｒ６） 
公共施設総量の削減 行政経営改革

室 
延床⾯積 
[普通会計] 
351,723 ㎡（H28） 

７％削減（R8） 

ストックマネジメント計画の策
定 

上下水道課 策定済 更新 

下水道経営戦略の策定 上下水道課 策定中 策定（R2） 
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「第５章の推進方針に基づく関連事業一覧」／ 2021 年 
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１．個別施策分野別個別事業 

（１）行政機能／警察・消防等 

 ①官庁街（桜宮町、出町）への市庁舎の整備【市庁舎整備推進室】 
  ・新市庁舎整備事業 ＜実施主体：市＞ 
 ②学校施設の整備【教育総務課】 
  ・学校施設の改築（安土小学校）＜市＞ 
  ・学校施設［体育館］の非構造部材耐震化（桐原東小学校、八幡東中学校、八幡小学校、北里

小学校、武佐小学校、八幡⻄中学校、⾦⽥小学校、⾺淵小学校、⽼蘇小学校、安土中学校、
八幡中学校、安土小学校）＜市＞ 

  ・学校施設［校舎］の⻑寿命化（八幡⻄中学校）＜市＞ 
  ・学校施設［体育館］の⻑寿命化（八幡小学校、八幡⻄中学校）＜市＞ 
  ・学校プールの飲料水用浄化装置の設置（八幡小学校、安土小学校）＜市＞ 
  ・２ｔトラック搬入路の整備（桐原東小学校）＜市＞ 
  ・学校施設への自家発電装置の整備（八幡小学校）＜市＞ 
  ・学校施設への排水貯留槽の整備（八幡小学校）＜市＞ 
 ③避難施設の機能を備えたコミュニティセンターの整備【まちづくり協働課】 
  ・八幡コミュニティセンター避難施設設備整備工事 ＜市＞ 
 ④安土町総合支所の耐震対策【安土未来づくり課】 
  ・安土町総合支所庁舎整備事業（地域防災拠点建築物整備緊急促進事業）＜市＞ 
 ⑤避難施設の機能を備えた文化施設の整備【文化観光課】 
  ・文化会館の⻑寿命化 ＜市＞ 

⑥スポーツ施設の⻑寿命化（非構造部材の耐震化）【スポーツ推進課】 
  ・スポーツ施設⻑寿命化事業（運動公園体育館、駅南総合スポーツ施設、あづちマリエート、

市⺠アリーナ、桐原社会体育施設）＜市＞ 
⑦スポーツ施設の整備【スポーツ推進課】 

  ・スポーツ施設整備事業（運動公園野球場）＜市＞ 
⑧園庭遊具更新【子ども施設整備推進室】 

  ・八幡幼稚園の複合遊具更新 ＜市＞ 
 
 

（２）住宅・都市 

 ①滋賀県内における災害に強い住まい・まちづくり（防災・安全）【建築課】 
  ・住宅・建築物安全ストック形成事業 ＜市、⺠間＞ 
  ・滋賀県木造住宅耐震・バリアフリー改修事業費補助事業 ＜⺠間＞ 
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 ②下水道未整備箇所への浄化槽の整備【環境課】 
・浄化槽設置整備事業 ＜市＞ 

 ③都市公園の整備【公園課】【文化観光課】 
・災害時に利用できるみんながつどう元気で健康な環境づくり（防災・安全）（第 2 期） 

近江八幡市立健康ふれあい公園の整備 ＜市＞ 
  ・安土文芸の郷公園の⻑寿命化 ＜市＞ 

④持続可能な下水道事業の推進（防災・安全）（その２）【上下水道課】 
  ・市域全体を対象とした「総合地震計画」の策定（令和３年度）＜市＞ 
 ⑤市営住宅の耐震対策【住宅課】 
  ・公営住宅等整備事業 ＜市＞ 
 
 

（３）保健医療・福祉 

①子ども関連施設の大規模改修等【子ども施設整備推進室】 
 ・⽼蘇こども園の大規模改修 ＜市＞ 
 ・桐原東こども園の整備 ＜⺠間＞ 
 ・ありす保育園の増改築 ＜⺠間＞ 
②高齢者施設における利用者等の安全性の確保【介護保険課】 

・認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業、高齢者施設等の非常用自家発電設備
整備事業、高齢者施設等の給水設備整備事業、高齢者施設等の安全対策強化事業 ＜⺠間＞ 

③障害児者施設における利用者等の安全性の確保【障がい福祉課】 
 ・社会福祉施設等整備事業 ＜⺠間＞ 
④市域全域の衛⽣環境の確保【上下水道課】 

・マンホールトイレ整備事業 ＜市＞ 
⑤持続可能な下水道事業の推進（防災・安全）（その２）【上下水道課】 

  ・「総合地震計画」の内容をもとに、マンホールトイレを整備（場所等未定）＜市＞ 
 
 

（４）エネルギー 

 
 

（５）情報通信 
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（６）産業 

 
 
 

（７）交通・物流 

①地域の交流と経済活動の活性化を支えるみちづくり（県 Pa2９）【土木課】 
・武佐⽼蘇線、⾦剛寺中屋線、⻑光寺武佐線 ＜市＞ 

②計画的な修繕および防災対策による信頼性の高いみちづくり（法⾯・舗装・附属物等）（県 Pa37）
【管理調整課】 
・江頭野村線、野村湖岸提線、⾺渕若宮線、千僧供東川線、⾺渕上畑線、上⽥野⽥線、 

野⽥東中線、⻄宿⻑福寺線 ＜市＞ 
  ・道路付属物（街路灯等）の点検および修繕（５１５カ所）＜市＞ 

③⽣活空間の安全確保のための通学路等の整備（県 Pa31）【土木課】 
・駅前⻄庄線、区整東 5 号線、区整東 1 号線 ＜市＞ 

④子ども達が安心して通れる交通安全プログラムに基づく通学路整備（県 Pa18）【土木課】 
・千僧供⾺渕線、武佐⻄⽣来線、江頭野村線、武佐⻄宿線、⾺渕新在家線、池⽥本町益⽥線、 

近江八幡駅千僧供線、中小森鷹飼線、若宮上⽥線、加茂牧線、⾺渕上⽥線、⿊橋⻄庄線、 
⾦剛寺鷹飼 2 号線、東横関竹町線、末広 3 号線、土⽥白鳥線、上出腰越線、小⽥ 17 号線、 
上⽥出町線、中小森緑町線 ＜市＞ 

⑤道路メンテナンス事業（橋梁・トンネル等）【土木課】 
・橋梁⻑寿命化修繕工事 

織⽥橋、上出石寺線 2 号橋、百々橋、弁天大橋、白鳥川 7 号橋、白鳥川 12 号橋、 
⽥中江橋、小⻄橋、八幡堀川 3 号橋、高坐橋、石川橋、若葉 1 号線 1 号橋、雪野山大橋、 
焼⽥橋、寿久橋、⾦宮大橋、幸円橋、明治橋、白雲橋、薬師橋、⻘屋橋、本町橋、 
昭和橋、白王島小学校線 1 号橋、加茂牧線 1 号橋、大橋、⿊橋八木線 1 号橋、 
友定平⽥線 1 号橋、区整東 5 号線 1 号橋、日吉野東橋、八幡小学校前横断歩道橋、 
ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ立体歩道橋 ＜市＞ 

・橋梁点検 
    市内の市道橋梁３２９橋 ＜市＞ 
  ・トンネル点検及び修繕 
    雪野山トンネル ＜市＞ 

⑥農林道の整備【農村整備課】 
  ・県単独林道事業（林道２路線）＜市＞ 
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⑦交通安全対策（地区内連携）事業【土木課】 
・白王 5 号線、白辺王浜線、区整東 5 条線、区整東 6 条線、区整東 3 号線、区整東 2 号支線

＜市＞ 
 
 

（８）農林水産 

 ①農業水利施設等の適切な保全管理【農村整備課】 
  ・農村地域防災減災事業（水茎東部地区、⻄の湖堤防地区）＜滋賀県＞ 
  ・国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業（大中の湖地区、渡合樋門）＜国＞ 
  ・県営ため池等整備事業（湖東平野地区）＜滋賀県＞ 
  ・団体営農道整備事業（桐原⾺淵Ⅰ期地区）＜市＞ 
  ・農業水路等⻑寿命化事業（大中の湖地区、八幡地区、島地区、⻄部揚水機場地区、安土南部   

地区、愛知川沿岸地区、津⽥内湖地区） ＜土地改良区＞ 
  ・安全対策施設事業（大中⻄部用水路地区） ＜土地改良区＞ 
  ・農業水利施設保全合理化事業（安土地区、加茂送水管地区、愛知川分水工地区、小中排水

機場地区） ＜土地改良区＞ 
 ②農山漁村地域での防災機能強化【農業振興課】 
  ・農業用ハウスの災害被害防止に関する緊急対策事業 ＜ＪＡ＞ 
  ・沖島防災複合施設整備事業 ＜市＞ 
  ・農山漁村活性化整備対策事業 ＜ＪＡ＞ 
 
 

（９）国土保全・土地利用 

 ①土砂災害対策としての森林の荒廃防止【農業振興課】 
  ・有害鳥獣駆除等対策事業 ＜市＞ 
 
 

（１０）環境 

 ①建築物に係るアスベスト対策の促進【建築課】 
  ・吹付けアスベスト等含有調査費補助事業 ＜⺠間＞ 
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２．横断的施策分野別個別事業 

（１）リスクコミュニケーション 

 
 

（２）人材育成 

 
 

（３）官⺠連携 

 
 

（４）老朽化対策 
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